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 経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

羽後町商工会（法人番号 5410005002557） 

羽後町   （地方公共団体コード 054631） 

実施期間 令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

目標 

【目標①】 

経営環境の変化へのスピード感のある対応の支援 

【目標②】 

小規模事業者の技術や特産品を活かした地域外展開の支援による外貨の獲得 

【目標③】 

「道の駅うご端縫いの郷」の集客力を活用した販路開拓支援による観光消費獲得 

【目標④】 

小規模事業者の DXに向けた取組を支援することによる地域の新たな活力創出 

事業内容 

 

3.地域の経済動向調査に関すること 

 ①地域経済分析システム（RESAS）を活用した経済動向分析 

 ②観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）の分析 

 

4.需要動向調査に関すること 

 ①観光客向け商品の調査 

 ②地元客向け調査 

  

5.経営状況の分析に関すること 

 ①小規模事業者の経営分析 

 

6.事業計画策定支援に関すること 

①DX推進セミナーの開催・IT専門家派遣の実施 

②事業計画策定支援 

③創業計画策定支援 

 

7.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ①事業計画・創業計画のフォローアップ（計画を策定した全事業者を対象） 

 

8.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ①「スーパーマーケット・ト ードショー」の出展支援（BtoB） 

 ②商工会青年部運営の地域情報紹介サイト「仮称:UGOログ」による販路開拓（BtoC） 

 ③「DX推進セミナー」後の実行支援（BtoB，BtoC） 

 

連絡先 

 

羽後町商工会 

〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字福田 18-18 

TEL: 0183-62-1157  FAX: 0183-62-1159  E-mail: ugo@skr-akita.or.jp 

 

羽後町 みらい産業交流課 商工班 

〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野 177 

TEL: 0183-62-2111  FAX: 0183-62-2120  E-mail: shoko@town.ugo.lg.jp 
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ⅱ_工業 

 景気低迷により新規の企業誘致が厳しい中、平成 30 年に㈱村田指月が秋田指月㈱の隣接地へ開業。従

業員 35 名の地元採用などで「電子・デバイス製造業」は羽後町にとって付加価値額・従業員数・移輸出

入収支額から見ても大きな割合となっている。一方、縫製業については、従業員の高齢化などによる人材

不足など雇用問題に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減少などが課題となっている。 

 

ⅲ_観光業 

 当町最大の地域資源である国指定重要無形民俗文化財「西馬音内盆踊り」の来場者数は平成 28 年の 80

千人から令和元年の 58 千人と 22 千人減少している。このなかで、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り令和 2 年は 75 年ぶりに中止となるなど、各イベント開催による観光客数が激減している。今後は、ア

フターコロナを見据え、年間通じた交流人口の増加を図る取組が必要である。 

当町は宿泊施設が少ないため滞在型観光に対応が出来ず、宿泊を望む観光客は町外の宿泊施設に依存し

ており滞在型観光の支障となっている。町には、観光資源として活用できる歴史的素材があるが、行政や

観光物産協会と連携する機能が弱く、有形、無形の文化財を含めた地域資源を効果的に連携活用していく

必要がある。 

 
キ 第 6 次羽後町総合発展計画 

  「第 6 次羽後町総合発展計画（令和 2 年度から令和 6 年度）」の商工・観光に該当する箇所は下表のと

おりである。 

商業では、『集客力のある「道の駅」を活用した、地元商店街の売上増加』、観光では、『食や農、西馬

音内盆踊りを中心とした伝統文化などの身近な観光資源を活用した観光客の誘客』などが掲げられてい

る。 

 

■第 6 次羽後町総合発展計画（令和 2 年度～令和 6 年度） 

基本構想 基本目標 4 新たな時代を担う産業づくり 

農業の担い手不足や観光客数の減少、商店数および販売額の減少が進んでおり、従来 

以上に売り上げ増加に直結する施策が求められています。 

 農林業においては、農林業・農村の維持に向けて、担い手の確保や経営基盤の強化を 

図るとともに、農地や森林の地域資源の活用と保全管理に努めます。 

 商業においては、集客力のある「道の駅」を活用して、地元商店街の売上増加につな 

がる施策を実現することにより、町全体の活性化に努めます。 

 工業においては、経済情勢の変化へ対応できる施策の展開および誘致企業の環境基盤 

整備等に努め、新たな雇用の場の創出に努めます。 

 観光においては、食や農、西馬音内盆踊りを中心とした伝統文化などの身近な観光資 

源を活用しながら、観光客の誘客増加に努めます。 

 移住・定住においては、学生、町在住在勤者にとっての「しごと」を魅力化するとと 

もに、魅力的な住環境整備を推進することで、地域に帰りたくても帰れない、あるいは 

地方で夢を叶えたい若い世代の移住・定住を図ります。  

基本計画 

基本計画 1 豊かな自然と活力ある農林業・農村づくり 

基本計画 2 活力と魅力ある産業づくり 

基本計画 3 観光資源を活かしたまちづくり 

 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

 

まず、人口をみると、当町の人口は減少しており、今後も減少傾向が続くことが見込まれている。商業

事業者にとっては、人口減少による消費の減衰への対応や、高齢化率が上がることによる消費構造の変化

への対応が課題となっている。また、技術や特産物を活かした地域外展開等も視野に入れる必要がある。

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、生産年齢人口の減少が見込まれる。働き手の不足が予測されること
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から、事業者にとっては生産性向上等への取組（DX による生産性向上等）が課題となる。 

 

観光面では、当町には年間 80 万人前後の観光客が訪れている。特に、平成 28 年に「道の駅うご端縫い

の郷 がオープンし、観光客の増加に寄与している。商業事業者はこの道の駅の集客力を活かした自店へ

の集客が課題となる。 

 

当会が平成 29 年に実施したア ケートから経営課題をみると、「売上（受注）不振」が 48.2％で最も高

く、「顧客・消費者ニーズの変化 が 38.3％と続いている。これらはいずれも売上高に関する問題点であ

り、ターゲットの見直し（顧客ターゲットの変更）や販路開拓等に課題を持つ事業者が多いことが読み取

れる。 

 

業種別の経営課題をみると、①商業では、大手チェーン店との差別化やアフターコロナ（新たな生活様

式）に対応した顧客獲得・サービスの見直し等、②工業では、新たな販売方法の模索や事業承継、③観光

業では、地域資源・観光資源を活かした体験型観光サービスや新商品などの開発が課題となっている。 

 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

小規模事業者のほとんどは町内・近隣市町村に商品・製品・サービスを販売している。前述 た人口推

移でもわかるとおり、羽後町の人口は今後、減少 ていくため今まで同様の顧客ターゲットを対象にビジ

ネスを行っていれば売上高は徐々に減少していくことが考えられ、顧客ターゲットの変更が必要となって

くる。具体的には、小規模事業者が持つ技術や特産物を活かして地域外展開等を行うことにより、新たな

市場を開拓していくことが求められ、そのためには、小規模事業者が自らの経営計画を作成し、実施して

いくことが必要である。また、新型コロナウイルスの影響が地域経済に及ぼす影響が長期化する可能性を

踏まえ、個々の小規模事業者の経営環境の変化に対しスピード感のある対応をする必要がある。 

上記の小規模事業者のあるべき姿を実現するため、当会においては、小規模事業者の課題を明確にし、

解決に至るまでの支援を継続し、複雑化・高度化した経営課題については支援機関と連携しながら高度な

支援をしていく。また、従来の税務・金融等の基本的な支援に留まらず、商工会としての強みである伴走

型支援の特色を活かしながら他の支援機関と連携し、新たな事業展開・創出支援を実施する。 

 

②第 6 次羽後町総合発展計画との連動性・整合性 

羽後町では令和 2 年 2 月に、第 6 次羽後町総合発展計画を策定し「新たな時代を担う産業づくり」を産

業振興に係る基本目標とし「活力と魅力ある産業づくり」を基本計画に掲げて推進している。 

当会は、小規模事業者のあるべき姿として、「顧客ターゲットの変更（地域外展開、観光客商品の獲得

等）」「技術や特産品の活用」「計画経営 「経営環境の変化に対したスピード感のある対応 等を定めてい

るが、これらはいずれも新たな産業を担う産業づくりに資する目標であると考える。そのため、総合発展

計画との連動性・整合性はあるといえる。 

 

③商工会としての役割 

ア 当会の役割 

当会は、地域に密着した唯一の商工団体である。地域の小規模事業者を取り巻く経済環境・経営状況を

正確に把握するとともに、経営課題を抽出することが第一の役割であり、各事業者の経営分析に基づいた

経営基盤強化（商品開発・販路開拓・後継者育成）を継続的に支援することにより、地域小規模事業者の

事業継続を目指すことが重要な役割である。 

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

 

目標（第 1 期経営発達支援計画） 

1）小規模事業者の持続的な経営 

2）小規模事業者の積極的な需要拡大と新分野進出 
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3）地域のにぎわい創出 

 
(3)経営発達支援事業の目標 

【目標①】経営環境の変化へのスピード感のある対応の支援 

【目標②】小規模事業者の技術や特産品を活かした地域外展開の支援による外貨の獲得 

【目標③】「道の駅うご端縫いの郷」の集客力を活用した販路開拓支援による観光消費獲得 

【目標④】小規模事業者の DX に向けた取組を支援することによる地域の新たな活力創出 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 
 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和４年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

 小規模事業者の持続的な経営の実現のために、まずは経営分析により各事業者の経営状況を明らかにす

る。同時に、地域経済分析システム（RESAS）による地域データの分析を通じて外部環境を整理する。こ

れらの分析結果を活用しながら、新たな経営の方向性を定め、結果を事業計画にまとめる。さらに、策定

後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。将来的には、事業者が独自にこれらの取組

を行えるようにすることで、経営環境の変化 スピード感のある対応ができるようにする。 

 

【目標②達成のための方針】 

 当会ではこれまでも特産品を活かした魅力的な商品・サービスづくり等の支援を実施してきた。一方、

これまでの支援はスポットでの支援に留まることも多く、商品等のブラッシュアップ等まで見据えた継続

的な支援ができていなかった。今後は事業者が開発した商品等について、観光客向け商品調査を通じて需

要動向調査を実施。また、スーパーマーケット・トレードショーの出展や IT を使った販路開拓の支援を

通じて域外への販路開拓を実現する。 

 

【目標③達成のための方針】 

 経済動向調査として、観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）の分析により観光客

の動向を明らかにする。加えて、需要動向調査として観光客向けの調査を実施する。これらの情報を活用

しながら、事業計画策定を通じて「道の駅」の来場者を掴むための取組を支援する。また、商工会青年部

運営の地域情報紹介サイト「仮称:UGO ログ」により、販路開拓の支援も併せて実施する。 

 

【目標④達成のための方針】 

DX に関する意識の醸成や基礎知識を習得させること、実際に DX に向けた IT ツールの導入や Web サイト

構築等の取組を推進していくことを目的にセミナーを開催する。セミナーを受講した事業者のなかから、

取組意欲の高い事業者に対しては、経営指導員等による相談対応・経営指導を行うなかで、必要に応じて

IT 専門家派遣を行う。さらに、DX を活用した販路拡大を志向する事業者に対しては、売上拡大が実現す

るまで伴走型で支援を実施する。これらの支援を実現するため、経営指導員が DX に関する資質向上を行

い、より実効性の高い支援を可能にする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 4 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

法定経営指導員 1名（兼 副事務局長）

経営指導員 1名

経営支援員 2名

嘱託職員 1名

羽後町

みらい産業交流課
事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 伊藤 敦 

連絡先： 羽後町商工会 TEL 0183-62-1157 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒012-1131 

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字福田 18-18 

羽後町商工会 

TEL： 0183-62-1157 ／ FAX： 0183-62-1159 

E-mail： ugo@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

〒012-1131 

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野 177 

羽後町 みらい産業交流課 商工班 

TEL： 0183-62-2111 ／  FAX: 0183-62-2120 

E-mail： shoko@town.ugo.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要な資金の額 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

地域経済動向調査 

 

 

需要動向調査 

 

 

経営状況の分析 

 

 

事業計画策定支援 

 

 

事業計画策定支援後

の実施支援 

 

 

新たな需要の開拓に

寄与する事業 

 

 

事業の評価・見直し 

 

 

経営指導員等の資質

向上 

 

 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、町補助金、県補助金、国補助金 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


